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             個 人 情報 保 護 規程   

  

第 １ 章  総  則   

 ( 目  的 )  

第 １ 条  この 規 程は 、 公 益 財団 法人 中部 圏地 域創 造フ ァ ン ド（ 以下 「こ

の 法 人」 とい う。）の 保有 する 個人情 報 の適 正 な 保 護を 目 的 とし て 、そ

の 取 扱い につ いて 定 め る。 

２  個人 情報 の保 護 に 関し て 、 こ の規 程 に 定め の な い事 項 は 「 個人 情報

の 保 護に 関す る法 律 」 の定 め る と ころ に よ る。   

（ 定  義 ） 

第 ２ 条  この 規 程に お い て 使用 する 用語 につ いて は、 次 の とお りと する 。 

(1) 個 人 情 報 

 ｢ 個 人 情報 ｣ と は 、 個人 情報 保護 法 第 ２条 第 １ 項 に規 定 す る生 存 す る

個 人 に関 する 情報 で あ って 、 当 該 情報 に 含 まれ る 氏 名、 生 年 月 日そ の他

の 記 述等 によ り特 定 の 個人 を 識 別 する こ と がで き る もの ( 他の 情報と 容

易 に 照合 する こと が で き、 そ れ に より 特 定 の個 人 を 識別 す る こ とが でき

る こ とと なる もの を 含 む。）を いう。 

(2) 個 人 情 報デ ータ ベ ー ス 等 

 ｢ 個 人 情報 デ ータ ベ ー ス 等」 とは 、個 人情 報を 含む 情 報 の集 合で 次に

掲 げ るも のを いう 。 

 ア  特 定の 個 人情 報 を コ ンピ ュー タを 用い て検 索す る こ とが でき るよ 

  うに 体系 的に 構 成 した も の 

 イ  前 号に 掲げ る も のの ほ か 、 特定 の 個 人情 報 を 容易 に 検 索 する こと 

  がで きる よう に 体 系的 に 構 成 した も の であ っ て 、目 次 、 索 引そ の他 

  検索 を容 易に す る ため の も の を有 す る もの 

(3) 個 人 デ ータ 

｢ 個 人デ ー タ ｣ と は、 個人 情報 デー タ ベー ス 等 を構 成す る 個人 情 報 をい

う 。 

(4) 本 人 

｢ 本 人 ｣ とは 、当 該個 人情 報に よっ て 識別 さ れ る、 又は 識 別さ れ 得 る生

存 す る特 定の 個人 を い う。 

(5)要配 慮個 人情 報 

｢ 要 配慮 個 人 情 報」 と は 、 個 人 情報保 護 法第 ２条 第３ 項に 規定 する 個人

情 報 であ って 、本 人 の 人種 、 信 条 、社 会 的 身分 、 病 歴、 犯 罪 の 経歴 、犯

罪 に より 害を 被っ た 事 実そ の 他 本 人に 対 す る不 当 な 差別 、 偏 見 その 他の

不 利 益が 生じ ない よ う にそ の 取 扱 いに 特 に 配慮 を 要 する も の と して 法令

で 定 める 記述 等が 含 ま れる も の を いう 。  
(6) 個 人 情 報管 理責 任 者 

｢ 個 人情 報 管 理 責任 者 ｣ と は、 理事 長 によ っ て 指名 され た 者で あ っ て、

個 人 情報 保護 に関 す る 法令 遵 守 計 画に 関 す る責 任 と 権限 を 有 す るも のと

す る 。 



個人情報保護規程 

2 

（ 適 用範 囲） 

第 ３ 条  この 規 程は 、 す べ ての 役職 員等 に適 用す る。 

２  専 門 委員 、 顧問 及 び こ の法 人の 事業 につ いて 委嘱 又 は 依頼 を受 けた

者 が 、こ の法 人の 業 務 に従 事 す る 場合 に は 、当 該 従 事者 は 、 こ の規 程を

遵 守 しな けれ ばな ら な い。 

３  前 項 の従 事 者を 管 理 す る立 場に ある 者は 、当 該従 事 者 に対 し、 この

規 程 の遵 守を 確保 す る ため に 必 要 な措 置 を 講じ な け れば な ら な い。 

４  この 規程 は、 こ の 法人 が 保 有 して い る 個人 情 報 （そ の 扱 い が委 託さ

れ て いる 個人 情報 を 含 む。）、及 びそ の扱 いを 委託 して い る 個人 情報を 対

象 と する 。 

（ 個 人情 報管 理責 任 者 ） 

第 ４ 条  個人 情 報管 理 責 任 者は 、必 要に 応じ て、 この 法 人 で取 り扱 う個

人 情 報等 につ いて 、 こ の規 程 に 定 める 諸 事 項を 実 施 ・徹 底 す る ため 、個

人 情 報保 護に 関す る 法 令遵 守 計 画 等の 細 則 を策 定 し なけ れ ば な らな い。 

２  個 人 情報 管 理責 任 者 は 、こ の規 程等 の適 正な 実施 及 び 運用 を図 り、

個 人 情報 等が 外部 に 漏 洩し た り 、 不正 に 使 用さ れ た り、 あ る い は改 竄さ

れ た りす るこ と等 が な いよ う に 管 理す る 責 を負 う 。 

（ 個 人情 報保 護方 針 ） 

第 ５ 条  この 法 人に お け る 個人 情報 の適 法か つ適 正な 取 扱 いを 確保 する

た め 、個 人情 報保 護 方 針を 定 め る 。 

２  個 人 情報 保 護方 針 は 、 職員 に周 知せ しめ ると とも に 、 ホー ムペ ージ

に 掲 載す る等 の措 置 を 講じ る も の とす る 。  

 

第 ２ 章  個人 情報 の 取 得 

（ 個 人情 報等 の取 得 ） 

第 ６ 条  個人 情 報等 の 取 得 は、 適法 かつ 公正 な方 法に よ っ て行 い、 偽り

そ の 他不 正な 手段 に よ って 取 得 し ては な ら ない 。 ま た、 要 配 慮 個人 情報

に つ いて は、 原則 と し て法 令 で 定 める 場 合 を除 き 、 事前 に 本 人 の同 意を

得 な いで 取得 する こ と がで き な い 。 

２  個 人 情報 等 を取 得 す る 場合 には 、本 人（ 本人 が未 成 年 者の 場合 はそ

の 保 護者 。以 下「 本 人 等」 と い う。）に 対し て 、 次 に掲 げ る 事項 又 はそ

れ と 同等 以上 の内 容 の 事項 を 、 書 面又 は こ れに 代 わ る方 法 に よ って 通知

し 、 本人 等の 同意 を 得 なけ れ ば な らな い 。 

(1) こ の 法 人の 名称 、 個 人 情 報管理 責 任 者の 氏名 及び 連 絡 先 

(2) 個 人 情 報等 の利 用 目 的 

(3) 保 有 個 人デ ータ に 関 す る 次に掲 げ る 権利 の存 在及 び 当 該権 利行 使の

た め の方 法 

 ア  当 該デ ー タの 利 用 目 的の 通知 を求 める 権利 

 イ  当 該デ ー タの 開 示 を 求め る権 利及 び第 三者 提供 の 停 止を 求め る権

利 

 ウ  当 該デ ー タに 誤 り が ある 場合 にそ の内 容の 訂正 、 追 加又 は削 除を 
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  求め る権 利 

 エ  当 該デ ー タの 利 用 の 停止 又は 消去 を求 める 権利 

３  前 項 にも か かわ ら ず 、 次の 場合 には 、本 人等 の同 意 を 必要 とし ない 。 

(1) 合 併 そ の他 の事 由 に よ り 他の個 人 情 報取 扱事 業者 か ら 事業 を承 継す

る こ とに 伴っ て個 人 情 報等 （ た だ し、 要 配 慮個 人 情 報を 除 く。）を 取 得

し た 場合 。 

(2) 個 人 情 報保 護法 第16 条 第 ３ 項に定 める 各事 由が 存 在 する 場合 

 

第 ３ 章  個人 情報 の 利 用 

（ 利 用目 的及 び個 人 情 報の 利 用 ） 

第 ７ 条  個人 情 報等 を 取 り 扱う に当 たっ ては 、事 前に そ の 利用 目的 を明

確 に 定め るも のと し 、 当該 利 用 目 的は 、 こ の法 人 が 「個 人 情 報 保護 に関

す る 基本 方針 」で 定 め るこ の 法 人 の業 務 に おい て 必 要な 範 囲 で あり 、か

つ 本 人等 から 同意 を 得 、又 は 通 知 もし く は 公表 し た 利用 目 的 （ 前条 第３

項 第 １号 の事 業の 承 継 の場 合 に は 、承 継 前 の利 用 目 的） の 範 囲 内で なけ

れ ば なら ない 。 

２  利 用 目的 を 変更 す る こ とが でき る。 ただ し、 本人 の 同 意を 必要 とす

る と とも に、 変更 前 の 利用 目 的 と 関連 性 を 有す る 範 囲内 と す る 。 

（ 個 人情 報等 の提 供 ） 

第 ８ 条  法令 で 定め る 場 合 を除 き、 個人 情報 等は 第三 者 に 提供 して はな

ら な い。 

２  前 項 の定 め にか か わ ら ず、 この 法人 の業 務を 遂行 す る ため に当 該業

務 等 の一 部又 は全 部 を 第三 者 に 委 託す る 必 要が あ る 場合 に は 、 次に 掲げ

る 条 件を 満た す業 務 委 託先 に 限 り 、本 人 等 が事 前 承 諾し た 利 用 目的 の範

囲 内 にお いて 個人 情 報 等 ( 要配 慮個 人情 報を 除く ) を当 該 業 務委 託 先 に

対 し て提 供で きる も の とす る 。 

(1) 社 会 通 念上 相当 な 事 業 活 動を営 む 者 であ るこ と 

(2) 個 人 情 報等 の保 護 に 関 し 、この 規 程 と同 等以 上の 規 程 を有 し、 かつ

そ の 適正 な運 用及 び 実 施が な さ れ てい る 者 であ る こ と 

(3) こ の 法 人と の間 に 、 適 正 な内容 の 個 人情 報等 の保 護 に 関す る定 めを

締 結 し、 これ を遵 守 す るこ と が 見 込ま れ る 者で あ る こと 

３  前 項 の業 務 委託 を 行 う 場合 は、 事前 に個 人情 報管 理 責 任者 によ る承

諾 を 得な けれ ばな ら な い。 

４  本 条 第２ 項 の定 め に 従 い、 個人 情報 等を 取り 扱う 業 務 を第 三者 に委

託 し た場 合に は、 こ の 法人 が 当 該 業務 委 託 先に 課 し た個 人 情 報 等の 適切

な 管 理義 務が 、確 実 に 遵守 さ れ る よう 適 時 、確 認 ・ 指導 す る も のと する 。 

 

第 ４ 章個 人情 報の 管 理 

( 個 人情 報 等 の 正確 性 確 保 ) 

弟 ９ 条  個人 情 報等 は 、 利 用目 的達 成に 必要 な範 囲内 に お いて 、正 確か

つ 最 新の 内容 に保 つ よ う管 理 運 営 しな け れ ばな ら な い。 
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( 安 全管 理 ) 

第 10 条  個 人 情 報管 理 責 任 者は 、個 人情 報等 の安 全管 理 の ため 、個 人情

報 等 の不 正ア クセ ス 、 漏洩 、 滅 失 又は 毀 損 防止 に 努 める も の と する 。 

２  個 人 情報 管 理責 任 者 は 、必 要に 応じ て個 人情 報等 の 安 全管 理の ため 、

必 要 かつ 適正 な措 置 を 定め る も の とし 、 当 該個 人 情 報等 を 取 り 扱う 役職

員 等 に遵 守さ せな け れ ばな ら な い 。 

( 役 職員 等 の 監 督 ) 

第 11 条  個 人 情 報管 理 責 任 者は 、個 人情 報等 の安 全管 理 が 図ら れる よう 、

個 人 情報 等 

を 扱 う役 職員 等に 対 し て必 要 か つ 適切 な 指 導・ 監 督 を定 期 的 に 行わ なけ

れ ば なら ない 。 

( 個 人情 報 等 の 消去 ・ 廃 棄 ) 

第 12 条  利 用 す る必 要 が な くな った 個人 情報 等に つい て は 、直 ちに 当該

個 人 情報 等を 

消 去 ・破 棄し なけ れ ば なら な い 。 

２  個 人 情報 管 理責 任 者 は 、個 人情 報等 の消 去・ 破棄 を 行 うに 当た り、

消 去 ・廃 棄の 日、 

消 去 ・廃 棄し た個 人 情 報等 の 内 容 及び 消 去 ・廃 棄 の 方法 を 書 面 に記 録し 、

こ れ をこ の 

法 人 の「 文書 管理 規 程 」に 定 め る 期間 、 保 存し な け れば な ら な い。 

( 通 報及 び 調 査 義務 等 ) 

第 13 条  役 職 員 等は 、 個 人 情報 等が 外部 に漏 洩し てい る こ とを 知っ た場

合 又 はそ のお それ が あ ると 気 づ い た場 合 に は、 直 ち に個 人 情 報 管理 責任

者 に 通報 しな けれ ば な らな い 。 

２  個 人 情報 管 理責 任 者 は 、個 人情 報等 の外 部へ の漏 洩 に つい て役 職員

等 か ら通 報を 受け た 場 合に は 、 直 ちに 事 実 関係 を 調 査し な け れ ばな らな

い 。 

( 報 告及 び 対 策 ) 

第 14 条  個 人 情 報管 理 責 任 者は 、前 条に 基づ く事 実関 係 の 調査 の結 果、

個 人 情報 等が 外部 に 漏 洩し て い る こと を 確 認し た 場 合に は 、 直 ちに 次の

各 号 に掲 げる 事項 を 理 事長 の ほ か 、影 響 を 受け る 可 能性 の あ る 本人 並び

に 個 人情 報保 護委 員 会 等の 関 係 機 関に 報 告 しな け れ ばな ら な い 。 

 ア  漏 洩し た 個人 情 報 等 の範 囲 

 イ  漏 洩先 

 ウ  漏 洩し た 日時 

 エ  そ の他 調 査で 判 明 し た事 実 

２  個 人 情報 管 理責 任 者 は 、理 事長 並び に関 係機 関と も 相 談の 上、 当該

漏 洩 につ いて の具 体 的 対応 及 び 対 策を 講 じ ると も に 、再 発 防 止 策を 策定

し な けれ ばな らな い 。 

 

第 ５ 章  個人 情報 の 開 示・ 訂正 ・ 削除 ・ 利 用停 止 
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( 自 己情 報 に 関 する 権 利 ) 

第 15 条  本 人 か ら自 己 の 個 人情 報等 につ いて 開示 を求 め ら れた 場合 は、

原 則 とし て合 理的 な 期 間内 に こ れ に応 じ る もの と す る。 ま た 、 開示 の結

果 、 誤っ た情 報が あ り 、訂 正 、 追 加又 は 削 除を 求 め られ た 場 合 は、 原則

と し て合 理的 な期 間 内 にこ れ に 応 じる と と もに 、 訂 正、 追 加 又 は削 除を

行 っ た場 合は 、当 該 個 人情 報 等 の 受領 者 に 対し て 通 知を 行 う も のと する 。 

( 個 人情 報 等 の 利用 又 は 提 供 の 拒否権 ) 

第 16 条  こ の 法 人が す で に 保有 して いる 個人 情報 等に つ い て、 本人 から

の 自 己の 情報 につ い て の利 用 の 停 止又 は 消 去の 請 求 があ っ た 場 合は 、こ

れ に 応じ るも のと す る 。た だ し 、 次に 掲 げ るい ず れ かに 該 当 す る場 合は 、

こ の 限り では ない 。 

(1) 法 令 の 規定 によ る 場 合 

(2) 本 人 又 は公 衆の 生 命 、 健 康、財 産 な どの 重大 な利 益 を 保護 する ため

に 必 要な 場合 

( 苦 情の 処 理 ) 

第 17 条  個人 情報 管 理 責任 者は 、前項 の 目 的を 達 成 する た め に必 要 な 体

制 の 整備 並び に支 援 を 行う 。 

３  個 人 情報 管 理責 任 者 は 、適 宜、 苦情 の内 容に つい て 理 事長 に報 告す

る も のと する 。 

 

第 ６ 章  雑  則 

( 細  則 ) 

第 18 条  こ の 規 程の 実 施 に 関し 必要 な事 項は 、理 事長 が 定 める。。 

( 改  廃 ) 

第 19 条  こ の 規 程の 改 廃 は 、理 事会 の決 議を よる 。 

附  則 

こ の 規程 は、 平成 ３ ０ 年１ ０ 月 １ ５日 よ り 施行 す る 。（ 平 成 ３ ０年 １０

月 １ ５日 理事 会決 議 ） 

附  則 

こ の 規程 は、2026年 1 月 9 日 よ り 施行 す る。 （2026年 1 月 9 日理 事 会 決議 ） 
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       個 人 情 報保 護に 関 する 基 本 方針 

 

 公 益財 団法 人中 部 圏 地域 創 造 フ ァン ド （ 以下 、 「 この 法 人 」 とい う。）

は 、 個人 情報 保護 の 重 要性 を 認 識 し、 個 人 情報 保 護 に関 す る 法 令・ ガイ

ド ラ イン 等に 則り 、 下 記の 方 針 に 基づ き 個 人情 報 の 適正 な 保 護 に努 めま

す 。 

 

記 

１  利用 目的 を明 示 し て収 集 し ま す 

 個 人情 報を 収集 す る 場合 は 、 必 ず利 用 目 的を 明 示 し、 本 人 か ら提 供さ

れ た 情報 を取 り扱 い ま す。 

２  明示 され た目 的 の みに 使 用 し ます 

 こ の法 人が 取得 し た 個人 情 報 は 、明 示 さ れた 利 用 目的 の 範 囲 での み使

用 し ます 。 

 な お、 業務 遂行 上 、 やむ を 得 ず 個人 情 報 の取 り 扱 いを 外 部 に 委託 する

場 合 には 、必 ずこ の 法 人と 個 人 情 報保 護 に かか る 契 約を 結 ん だ 信頼 ある

業 者 に委 託し ます 。 

３  第三 者に 提供 い た しま せ ん 

 個 人情 報は 、事 前 に 本人 の 同 意 がな い 限 り、 第 三 者に 提 供 い たし ませ

ん 。 

４  いつ でも 開示 、 訂 正、 追 加 ま たは 削 除 しま す 

 申 し出 があ った と き は、 本 人 で ある こ と を確 認 し 、登 録 さ れ た情 報の

開 示 、訂 正、 追加 ま た は削 除 を 行 いま す 。 

５  適用 を除 外す る 場 合が あ り ま す 

 こ の法 人は 、個 人 情 報を 上 記 の とお り 取 り扱 い ま すが 、 法 令 に定 めが

あ る とき 、人 の生 命 ・ 財産 の 保 護 の必 要 が ある と き 、ま た は 公 的機 関へ

の 協 力が 必要 であ る と きは 、 上 記 の取 り 扱 いを 適 用 しな い 場 合 があ りま

す 。 

６  安全 管理 対策 を 実 施し ま す 

 こ の法 人は 、個 人 情 報に つ い て 、不 正 ア クセ ス 、 盗難 、 持 出 し等 によ

る 、 紛失 、破 壊、 改 ざ ん、 漏 洩 、 滅失 ま た は毀 損 を 防止 す る た めに 、厳

重 な 安全 管理 対策 を 実 施い た し ま す。 

７  管理 体制 を整 備 し ます 。 

 こ の法 人は 、個 人 情 報を 適 切 に 取り 扱 う ため の 管 理体 制 を 整 備し 、個

人 情 報を 安全 かつ 適 切 に管 理 す る とと も に 、職 員 の 啓発 や 適 切 な苦 情処

理 等 に努 めま す。 

８  関係 法令 ・ガ イ ド ライ ン 等 の 遵守 

 行 政手 続き にお け る 特定 の 個 人 を識 別 す るた め の 番号 の 利 用 等に 関す

る 法 律お よび 関係 法 令 を遵 守 し て 運用 し ま す。 

９  安全 管理 措置 に 関 する 事 項 
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 特 定個 人情 報の 安 全 管理 措 置 に つい て は 、「 特 定 個人 情 報 取 扱規 程」

に て 明確 化し てい ま す 。 

10  継続 的に 改善 し ま す 

 個 人情 報の 保護 を 確 実に 実 施 す るた め 、 継続 的 に その 対 策 を 見直 し、

改 善 を図 りま す。 

 

＜ お 問い 合わ せ窓 口 ＞ 

 個 人情 報の 取扱 い に 関す る 問 い 合わ せ は 、  以 下の と お りで す。 

担  当 ： 公 益財 団 法 人中 部 圏 地 域創 造 フ ァン ド 

電  話 ： 052-228-0350   Ｆ Ａ Ｘ ： 052-228-0360 

メ ー ル： crcdf@crcdf.or.jp 

 

＜ 個 人情 報の 利用 目 的 ＞ 

 こ の法 人は 、事 業 を 行う に あ た り、 住 所 ・氏 名 ・ 生年 月 日 ・ 郵便 番

号 ・ 電話 番号 ・FAX番 号・ メール アド レ スな ど の 個人情 報 をお 預 か りし

ま す 。こ れら の個 人 情 報は 、 次 の 目的 で 利 用い た し ます 。   

 

・ 寄 付金 の受 け入 れ に 関す る こ と 

・ 民 間公 益活 動へ の 助 成に 関 す る こと 

・ セ ミナ ー・ 研修 会 、 助成 事 業 成 果報 告 会 の開 催 に 関す る こ と 

・ そ の他 、こ の法 人 の 事業 に 付 帯 ・関 連 す る事 項 


